
○伊東市景観条例施行規則 

平成２３年９月１３日 

伊東市規則第１２号 

改正 平成２８年３月伊東市規則第１０号 

令和元年６月伊東市規則第６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、伊東市景観条例（平成８年伊東市条例第１０号。以下「条例」とい

う。）の施行について必要な事項を定めるものとする。 

（建築物等） 

第２条 条例第２条に規定する規則で定める用語の意義は、次に掲げるものとする。 

（１） 建築物 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１項に定めるもの 

（２） 工作物 次に掲げるもの 

ア 垣、さく、擁壁その他これらに類するもの 

イ 高架水槽、冷却塔、実験塔その他これらに類するもの 

ウ 煙突、排気塔その他これらに類するもの 

エ 記念塔その他これに類するもの 

オ 石油タンク、ガスタンクその他これらに類するもの 

カ 電波塔、送電用鉄塔その他これらに類するもの 

キ 高架道路、高架鉄道、橋りょう、横断歩道橋その他これらに類するもの 

ク 太陽光発電設備（電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法（平成２３年法律第１０８号）第２条第３項に規定する再生可能エネルギー

発電設備のうち、同条第４項第１号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とす

る設備（建築物の屋根、屋上等に設置するもの及び送電に係る電柱等を除く。）を

いう。以下同じ。）その他これに類するもの 

ケ アからクまでに掲げるもののほか、これらに類するものとして市長が指定するも

の 

（令元規則６・一部改正） 

（景観計画の住民等による提案） 

第３条 景観法（平成１６年法律第１１０号。以下「法」という。）第１１条第３項の規

定による景観計画の策定又は変更の提案は、住民等による景観計画提案書（第１号様式）



を市長に提出することにより行うものとする。 

（計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の措置） 

第４条 市長は、法第１４条第１項の規定により、景観計画の策定又は変更をする必要が

ないと決定したときは、景観計画策定（変更）不決定通知書（第２号様式）により、当

該提案者に通知するものとする。 

（景観計画区域内における行為の届出） 

第５条 法第１６条第１項及び条例第１１条の規定による行為の届出は、景観計画区域内

行為届出書（第３号様式）に、別表に掲げる図書を添付して市長に提出することにより

行うものとする。 

２ 前項の届出は、建築基準法その他法令に基づく手続を行おうとする日（当該手続を要

しない行為の場合は、当該行為に着手しようとする日）前３０日までに行うものとする。 

（行為の変更の届出） 

第６条 法第１６条第２項の規定による行為の変更の届出は、景観計画区域内行為変更届

出書（第４号様式）に、別表に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付して市長に

提出することにより行うものとする。 

２ 前条第２項の規定は、前項の届出の変更について準用する。 

（行為着手の制限期間の短縮通知） 

第７条 条例第１２条の規定による短縮の通知は、景観計画区域内行為着手制限期間短縮

通知書（第５号様式）により行うものとする。 

（届出行為の完了届） 

第８条 条例第１３条の規定による完了届の提出は、景観計画区域内行為完了届出書（第

６号様式）により行うものとする。 

（景観計画区域内における行為の通知） 

第９条 法第１６条第５項の規定による行為の通知は、景観計画区域内行為通知書（第７

号様式）に、別表に掲げる図書を添付して市長に提出することにより行うものとする。 

２ 前項の規定による行為の変更の通知は、景観計画区域内行為変更通知書（第８号様式）

に、別表に掲げる図書のうち当該変更に係る図書を添付して市長に提出することにより

行うものとする。 

（届出及び勧告等の適用除外） 

第１０条 条例第１４条第１号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 



（１） 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修

繕若しくは模様替え又は色彩の変更で、高さが、用途地域が指定されている区域にお

いては１５メートル未満又は用途地域が指定されていない区域においては１３メート

ル未満で、かつ、延べ床面積が１，０００平方メートル未満のもの 

（２） 工作物（太陽光発電設備その他これに類するものを除く。）の新設、増築、改

築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の

変更で、高さが、用途地域が指定されている区域においては１５メートル未満又は用

途地域が指定されていない区域においては１３メートル未満（電波塔、送電用鉄塔そ

の他これらに類する物件については１５メートル未満）のもの 

（３） 工作物（太陽光発電設備その他これに類するものに限る。）の新設、増築、改

築若しくは移転、外観の過半を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の

変更で、高さが、用途地域が指定されている区域においては１５メートル未満又は用

途地域が指定されていない区域においては１３メートル未満で、かつ、事業区域（太

陽光発電設備を設置する事業又は太陽光発電設備を設置するために行う樹木の伐採、

土地の造成等による区画形質の変更を行う事業を行う一団の土地（継続的又は一体的

に事業を行う土地を含む。）をいう。）の面積が１，０００平方メートル未満のもの 

２ 条例第１４条第２号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。 

（１） 木竹の伐採行為にあっては、伐採する区域の面積が５００平方メートル未満の

もの 

（２） 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘削その他の土地の形質変更行為にあっては、

行為を行う区域の面積が１，０００平方メートル未満のもの 

（３） 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積行為にあっては、敷

地内の堆積面積の合計が１，０００平方メートル未満のものかつ堆積の高さが３メー

トル未満のもの 

（令元規則６・一部改正） 

（勧告） 

第１１条 法第１６条第３項の規定による勧告は、景観計画区域内行為に対する勧告書（第

９号様式）により行うものとする。 

（公表通知） 

第１２条 条例第１８条第２項の規定による公表の通知は、景観計画区域内行為に対する



勧告に係る公表通知書（第１０号様式）により行うものとする。 

（変更命令） 

第１３条 法第１７条第１項の規定による変更の命令は、景観計画区域内行為に対する変

更命令書（第１１号様式）により行うものとする。 

（原状回復等の命令） 

第１４条 法第１７条第５項の規定による原状回復等の命令は、景観計画区域内行為に対

する原状回復等命令書（第１２号様式）により行うものとする。 

（身分証明書） 

第１５条 法第１７条第８項及び法第２３条第３項（法第３２条第１項において準用する

場合を含む。）の規定による身分を示す証明書は、身分証明書（第１３号様式）による

ものとする。 

（景観重要建造物又は樹木指定に対する意見） 

第１６条 市長は、法第１９条第２項又は法第２８条第２項の規定により所有者等の意見

を聴くときは、景観重要建造物（樹木）指定に対する意見書（第１４号様式）により行

うものとする。 

（景観重要建造物又は樹木指定に対する提案） 

第１７条 法第２０条第１項若しくは第２項又は法第２９条第１項若しくは第２項の規定

による所有者等からの提案は、景観重要建造物（樹木）指定に対する提案書（第１５号

様式）を市長に提出することにより行うものとする。 

（提案を踏まえた景観重要建造物又は樹木指定をしない場合の措置） 

第１８条 市長は、法第２０条第３項又は法第２９条第３項の規定により、景観重要建造

物又は樹木の指定をする必要がないと決定したときは、景観重要建造物（樹木）不指定

決定通知書（第１６号様式）により、当該提案者に通知するものとする。 

（景観重要建造物又は樹木指定の通知） 

第１９条 市長は、法第２１条第１項又は法第３０条第１項の規定により景観重要建造物

又は樹木の指定をしたときは、景観重要建造物（樹木）指定通知書（第１７号様式）に

より、当該所有者等に通知するものとする。 

（景観重要建造物又は樹木の標識） 

第２０条 法第２１条第２項又は法第３０条第２項の規定により設置する標識は、次に掲

げる事項を記載するものとする。 



（１） 景観重要建造物又は樹木の指定番号及び指定年月日 

（２） 景観重要建造物の名称又は樹木の樹種 

（３） 景観重要建造物又は樹木の所在地 

（景観重要建造物又は樹木現状変更の許可） 

第２１条 法第２２条第１項又は法第３１条第１項の規定により現状変更の許可を受けよ

うとする者は、景観重要建造物（樹木）現状変更許可申請書（第１８号様式）により市

長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、現状変更を行おうとする日前３０日までに行うものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があった場合で法第２２条第１項又は法第３１条第

１項の規定により現状変更の許可をしたときは、景観重要建造物（樹木）現状変更許可

書（第１９号様式）により、当該申請者に通知するものとする。 

（景観重要建造物又は樹木指定の解除） 

第２２条 市長は、法第２７条第１項若しくは第２項又は法第３５条第１項若しくは第２

項の規定により景観重要建造物又は樹木指定の解除を行うときは、景観重要建造物（樹

木）指定解除通知書（第２０号様式）により行うものとする。 

（景観重要建造物又は樹木の所有者変更の届出） 

第２３条 法第４３条の規定による所有者変更の届出は、景観重要建造物（樹木）の所有

者変更届出書（第２１号様式）を市長に提出することにより行うものとする。 

（景観形成推進団体の認定の申請） 

第２４条 条例第２９条第１項の規定による景観形成推進団体（以下「推進団体」という。）

の認定を受けようとする団体の代表者は、景観形成推進団体認定申請書（第２２号様式）

に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。 

（１） 規約 

（２） 活動地区を示す図面 

（３） 会員及び役員の氏名並びに住所（法人の場合は、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地） 

（景観形成推進団体の規約の規定事項） 

第２５条 条例第２９条第２項第４号の規定による規則で定める規約の規定事項は、次に

掲げるものとする。 

（１） 名称 



（２） 目的 

（３） 事務所の所在地 

（４） 活動地区 

（５） 活動の内容 

（６） 会員に関する事項 

（７） 役員の定数、任期及び職務に関する事項 

（８） 会議に関する事項 

（９） 会費及び会計に関する事項 

（１０） その他市長が必要とする事項 

（景観形成推進団体の認定等の通知） 

第２６条 市長は、第２４条第１項の規定による申請があった場合で条例第２９条第１項

の規定により推進団体の認定をしたとき、又は認定をしないときは、景観形成推進団体

認定（不認定）通知書（第２３号様式）により、当該推進団体の代表者に通知するもの

とする。 

（景観形成推進団体の認定取消しの通知） 

第２７条 市長は、条例第２９条第４項の規定により推進団体の認定を取り消したときは、

景観形成推進団体認定取消通知書（第２４号様式）により当該推進団体の代表者に通知

するものとする。 

（伊東市景観審議会の組織） 

第２８条 条例第３２条の規定に基づき設置する伊東市景観審議会（以下「審議会」とい

う。）に、会長及び副会長をそれぞれ１人置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会の会務を総括し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（伊東市景観審議会の会議） 

第２９条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は、審議会の議長となる。 

３ 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ、会議を開催することができない。 

４ 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

５ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者、参考人等の出席を求め、意見を



聴くことができる。 

（伊東市景観審議会の庶務） 

第３０条 審議会の庶務は、建設部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第３１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２３年１２月１日から施行する。 

（伊東市都市景観条例施行規則の廃止） 

２ 伊東市都市景観条例施行規則（平成８年伊東市規則第１０号）は、廃止する。 

附 則（平成２８年３月２８日伊東市規則第１０号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月３日伊東市規則第６号） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和元年８月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の伊東市景観条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後

にされる景観法第１６条の規定による届出について適用し、施行日前にされた同条の規

定による届出については、なお従前の例による。 

別表（第５条、第６条、第９条関係） 

行為 図書の種類 明示すべき事項 

１ 建築物の新

築、増築、改築

若しくは移転、

外観の過半を変

更することとな

る修繕若しくは

模様替え又は色

彩の変更 

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界、建築物の位置及び緑化

計画 

計画平面図  

計画立面図（完成予想図） 着色（各面の見付面積、仕上材の種

類、各色の使用面積及びマンセル

値） 

現況写真 行為地及びその周辺を含む。 



その他市長が必要と認める書類  

２ 工作物の新

設、増築、改築

若しくは移転、

外観の過半を変

更することとな

る修繕若しくは

模様替え又は色

彩の変更 

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界、工作物の位置及び緑化

計画 

計画立面図（完成予想図） 着色（各面の見付面積、仕上材の種

類、各色の使用面積及びマンセル

値） 

現況写真 行為地及びその周辺を含む。 

その他市長が必要と認める書類  

３ 木竹の伐採 位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界及び行為の範囲 

完成予想図 着色（行為後の緑化計画） 

現況写真 行為地及びその周辺を含む。 

その他市長が必要と認める書類  

４ 土地の開墾、

土石の採取、鉱

物の掘削その他

の土地の形質変

更 

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界及び行為の範囲 

計画平面図 行為地の変更の前後 

計画縦断図及び計画横断図 行為地の変更の前後 

緑化計画図 保存又は伐採する木竹等の位置及

び名称 

現況写真 行為地及びその周辺を含む。 

その他市長が必要と認める書類  

５ 屋外におけ

る土石、廃棄物、

再生資源その他

の物件の堆積 

位置図 方位及び行為地の付近見取図 

計画配置図 敷地の境界及び行為の範囲 

計画平面図 行為地の変更の前後 

計画断面図 行為地の変更の前後 

緑化計画図 保存又は伐採する木竹等の位置及

び名称 

現況写真 行為地及びその周辺を含む。 



その他市長が必要と認める書類  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



第１号様式（第３条関係） 

第２号様式（第４条関係） 

第３号様式（第５条関係） 

第４号様式（第６条関係） 

第５号様式（第７条関係） 

第６号様式（第８条関係） 

第７号様式（第９条関係） 

第８号様式（第９条関係） 

第９号様式（第１１条関係） 

第１０号様式（第１２条関係） 

第１１号様式（第１３条関係） 

（平２８規則１０・一部改正） 

第１２号様式（第１４条関係） 

（平２８規則１０・一部改正） 

第１３号様式（第１５条関係） 

第１４号様式（第１６条関係） 

第１５号様式（第１７条関係） 

第１６号様式（第１８条関係） 

第１７号様式（第１９条関係） 

第１８号様式（第２１条関係） 

第１９号様式（第２１条関係） 

第２０号様式（第２２条関係） 

第２１号様式（第２３条関係） 

第２２号様式（第２４条関係） 

第２３号様式（第２６条関係） 

第２４号様式（第２７条関係） 

 


